
熱海市旧日向別邸条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月１７日 

熱海市長 齊 藤  栄   

熱海市条例第７号 

熱海市旧日向別邸条例の一部を改正する条例 

熱海市旧日向別邸条例（平成１７年熱海市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第１０条を第１２条とする。 

第９条中「委託」を「寄託」に改め、同条を第１１条とし、第５条から第８条までを２条ず

つ繰り下げる。 

第４条中「納付しなければならない」を「納付し、入館券の交付を受けなければならない」

に改め、同条ただし書を削り、同条を第６条とする。 

第３条の次に次の２条を加える。 

（開館時間） 

第４条 旧日向別邸の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、教育委員会が

特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

（休館日） 

第５条 旧日向別邸の休館日は、月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日（その日が国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たる場合を除く。）とする。

ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することが

できる。 

別表中「第４条関係」を「第６条関係」に、 

「     「    

 一般 市民、団体等    一般 市民等  

 ３００円 ２００円  を  １，０００円 ７５０円  

 ２００円 １００円    ７００円 ５５０円  

   」    」

に改め、同表備考１中「市民、団体等」を「市民等」に改め、(3)を削り、(4)を(3)とする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行

する。 


